
「しまねいきいき職場宣言」実施要領 

１．目 的 

島根県は、従業員がいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりを推進し、県内企業の人

材確保と従業員の職場定着が図られることを目指している。 

また、しまね働き方改革推進会議（議長：島根労働局長、副議長：島根県商工労働部長）に

おいても、県内における「働き方改革」の取り組みを進めるため、「しまね働き方改革宣言」を

採択した。（平成29年11月制定、令和７年７月改定） 

県内企業等においても、それぞれの立場から具体的かつ主体的な取組を宣言することによ

り、地域・職域を挙げた魅力ある職場づくり推進の気運醸成を図る。 

 

２．実施主体 

島根県 

 

３．宣言内容 

県内企業等が、それぞれの立場で取り組める魅力ある職場づくりの取組を以下の６つのテー

マから１つ以上選び「しまねいきいき職場宣言」として作成し宣言する。 

⑴  ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

⑵  ｢仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

⑶  みんな元気に生涯現役！ 

⑷  誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

⑸  職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

⑹  ｢若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

 

４．対象事業主 

⑴ 県内に本店、支店、支社、営業所等が所在し、県内において事業活動を行い、常時労働者  

を雇用しているまたは今後雇用を予定している企業等であること。 

⑵ 労働関係法令を遵守していること。 

 

５．提出先・提出方法 

⑴ 「しまねいきいき職場宣言」宣言企業申請書（様式第１号）を島根県商工労働部雇用政 

策課へ提出する。 

⑵ 宣言企業等は、申請の内容（常用労働者数を除く）に変更があった場合は、「しまねいきい

き職場宣言」宣言企業変更申請書（様式第２号）を島根県商工労働部雇用政策課へ提出す

る。 

⑶ しまね電子申請サービスを使用して行われた申請手続等については、前２号に規定する様

式第１号又は様式第２号により行われたものとみなす。 

 

６．宣言の周知 

⑴ 宣言企業及び宣言の内容等について、県は広報媒体等を活用し広く県民にＰＲを行う。 



⑵ 県は、ＰＲすることを決定した申請者について、事業所内での周知に活用できるよう宣言

書を贈呈し、併せて「しまねいきいき職場宣言」ロゴマークデータを提供するものとする。 

 

７．その他 

  宣言を行った企業等は、県が魅力ある職場づくりの推進のために行う調査・広報等の活動に

対して、できる限り協力をするものとする。 

 

附則 この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年６月23日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年10月２日から施行する。 

附則 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


